
  資料６ 

 

平成 26年度静岡県危機対処訓練計画 

静岡県危機管理部危機対策課 

 

１ 危機対処訓練の目的 

  危機事案の発生時に、県、市町の災害対策本部における迅速的確な応急対

策と住民等による自助、共助を通じた自らの生命、財産を守る活動が出来る

よう努めるとともに、各種防災計画の見直し、防災関係機関の相互連携の確

認、県民の防災に関する意識高揚と知識向上を図る。 

 

２ 危機対処訓練の対象 

大規模地震（南海トラフ巨大地震等）、風水害、感染症、火山噴火、国民

保護、原子力災害 

 

３ 危機対処訓練の区分 

（１）大規模地震（南海トラフ巨大地震等）に関する訓練 

本部運営訓練、実動訓練、機能別訓練に区分し、年間を通じて計画的に実

施する。なお、県と関係機関、県民等による総合的な訓練の場として、総合

防災訓練、地域防災訓練、大規模図上訓練を設定している。 

（２）風水害、感染症、火山噴火、国民保護、原子力災害に関する訓練 

個別の危機事案（災害）ごとに、関係法令、対処計画、マニュアル等の内

容に沿った訓練を実施する。 

 

４ 危機対処訓練実施にあたっての基本 

（１）実践的な訓練の実施 

（２）効果的な訓練方式の選定 

（３）防災関係機関が参加、連携する訓練の推進 

（４）男女共同参画及び要配慮者の視点に立った防災訓練の実施 

（５）訓練終了後における「ふりかえり」の確実な実施 

 
 

※参照：平成 26 年度静岡県危機対処訓練計画  
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